
   綾瀬市学校給食費会計経理要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、綾瀬市立学校給食センター（以下「給食センター」という。）

において実施する給食に係る学校給食費（綾瀬市立学校給食センター条例（昭和４

１年条例第１０号）第５条に規定する保護者の負担すべき経費をいう。以下同じ。

）の処理を適正に行うため、必要な事項を定めるものとする。 

 （学校給食費会計の設置） 

第２条 学校給食費の経理を行うために給食センターに学校給食費会計を設置する。 

 （事務処理の基本） 

第３条 学校給食費の経理事務の処理は、この要綱に定めるもののほか、綾瀬市の公

金の取扱いに準じて適正かつ効率的に行わなければならない。 

 （会計年度） 

第４条 学校給食費会計の会計年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとす

る。 

 （経理科目） 

第５条 学校給食費会計の収入及び支出の経理科目は、次のとおりとする。 

 (1) 収入 

  ア 学校給食費 

  イ 繰越金 

  ウ 雑収入 

 (2) 支出 

  ア 主食代 

  イ 牛乳代 

  ウ 副食代 

  エ 諸支出金 

 （経理事務） 

第６条 学校給食費会計の経理事務は、学校給食センター所長（以下「所長」という。

）が所掌するものとする。 

 （指定金融機関の指定） 

第７条 所長は、綾瀬市学校給食センター運営委員会（以下「運営委員会」という。



）に諮った上、学校給食費の預貯金その他の取扱いを行う金融機関を指定する。 

 （給食人員及び異動報告） 

第８条 給食センターから給食の配給を受ける学校（以下「受配校」という。）の校

長は、給食を受ける人名、人員等を常に把握し、毎週火曜日までに翌週に給食を受

ける人員等について、給食申込者変更届（第１号様式）及び小学校にあっては給食

人員報告（変更）書（第２号様式）により、中学校にあっては給食人員報告（変更

）書（第３号様式）により所長に報告しなければならない。 

２ 受配校の校長は、前項の規定により報告した人員に増加が生じたときは、速やか

に給食申込者変更届及び給食人員報告（変更）書によりその旨を所長に報告しなけ

ればならない。 

 （学校給食費の決定） 

第９条 学校給食費の額は、運営委員会に諮問し、教育長が定める。 

 （学校給食費の徴収及び納入） 

第１０条 学校給食費は、給食実施月ごとに給食を受ける児童生徒の保護者等（以下

「保護者」という。）から徴収する。 

２ 学校給食費は、原則としてあらかじめ指定する金融機関等の口座振替により徴収

する。 

３ 前項の規定により、口座振替により学校給食費を徴収した場合は、受け取ったこ

とを保護者に通知することを省略できる。 

 （転出入児童生徒等の学校給食費） 

第１１条 給食を開始する児童生徒等の開始月の学校給食費については、次に掲げる

とおりとする。 

(1) 月の給食実施日初日の場合は、第９条に規定する額とする。 

(2) 月の給食実施日初日以外の場合は、別に定める１食単価に給食日数を乗じた金

額を徴収するものとする。ただし、第９条に規定する額を限度とする。 

２ 給食を終了する児童生徒等の終了月の学校給食費については、第９条に規定する

額とする。 

３ 前２項の規定は、受配校間における転出入については、適用しない。 

 （病欠児童生徒の学校給食費） 

第１２条 児童生徒等が病気等により、欠席開始月に連続して６日以上給食を受けな

い日がある場合は、５日を超える日数分に係る学校給食費を還付する。 



２ 受配校の校長は、前項に該当する児童生徒等がある場合は、病欠還付申請書（第

４号様式）により申請しなければならない。 

 （学校給食費の納入期限） 

第１３条 学校給食費の納入日は、口座振替にあっては原則として毎月５日とし、口

座振替以外の納入日については別に定める。 

 （支払） 

第１４条 食材料の代金支払いをするときは、綾瀬市学校給食費会計支出命令書（第

５号様式）に請求書（第６号様式）を添付の上、所長の決裁を得て、業者の指定す

る金融機関の口座に振り込まなければならない。 

 （出納簿の記帳） 

第１５条 所長は、第１０条の規定により指定金融機関等からの入金通知、現金等を

受領したとき、前条の規定により業者の指定する金融機関の口座に振り込んだとき

等は、速やかに出納簿に記帳しなければならない。 

 （監査員） 

第１６条 学校給食費会計の監査を行うため、運営委員会委員から監査員２名を選任

する。 

２ 監査員は、受配校の校長及び保護者の代表者から１名ずつ選任する。 

３ 監査員は、学校給食費の経理について定期及び臨時に監査を行い、その結果を運

営委員会に報告しなければならない。 

 （決算） 

第１７条 所長は、会計年度が終了したときは、速やかに決算を行い、監査員の監査

を受けた後、運営委員会の承認を経て、決算の状況を保護者に公表しなければなら

ない。 

 （委任） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は所長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成１７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 



第１号様式（第８条関係）

　綾瀬市立学校給食センター所長　殿　
学校長

　　月　　日～　　月　　日

年 組 児童生徒名 保護者名 理　　　由
増
減 給食

開始
終了 月日

転入前
転出先学校名 備　　考

増
減

増
減

増
減

増
減

増
減

増
減

増
減

増
減

増
減

増
減

増
減

増
減

増
減

(注） １　転入、転出は分けて記入する。
２　児童生徒名及び保護者名にはフリガナをつける。
３　増減のいずれかに○印を記入する。
４　転入前、転出先学校名については市内転校のみ記入する。

給食申込者変更届
年　　月　　日



第２号様式（第８条関係）

小学校用 （　　月　　日～　　月　　日）

学　年

組 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

児童数

職員数

計

学　年

組 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

児童数

職員数

計

日（曜）

合　計

備　考

　　　　年　　　月　　　日

綾瀬市立学校給食センター所長　殿

学校長

１　　年 ２　　年 ３　　年

４　　年 ５　　年

　　　　日（月） 　　　　日（火） 　　　　日（水） 　　　　日（木） 　　　　日（金）

６　　年

給食人員報告（変更）書

ひ
ま
わ
り

職
員
室

合計



第３号様式（第８条関係）

中学校用 （　　月　　日～　　月　　日）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

個別 職員室

　　　　年　　　月　　　日

綾瀬市立学校給食センター所長　殿

学校長

　　　　日（木） 　　　　日（金）

備　考

計

生徒数

二
　
　
年

生徒数

職員数

　　　　日（火） 　　　　日（水）

給食人員報告（変更）書

職員数

計

三
　
　
年

日（曜） 　　　　日（月）

合　計

区分
組

合計

一
　
　
年

職員数

計

生徒数



第４号様式（第１２条関係） 

病欠還付申請書 

 

                              年  月  日 

 

 綾瀬市教育委員会教育長 殿 

 

               綾瀬市立    学校長           

 

 病気等により給食を受けない児童生徒が次のとおり発生しましたので、学校給食費

の還付を申請します。 

児童生徒氏名 学年組 病 欠 期 間 申請額 
決  定 

還付日数 還付額 備 考 

 
  年  組   月  日～  日 

    

 
  年  組   月  日～  日 

    

 
  年  組   月  日～  日 

    

 
  年  組   月  日～  日 

    

 
  年  組   月  日～  日 

    

 
  年  組   月  日～  日 

    

 上記の申請に基づき、別添のとおり保護者に還付してよいでしょうか。 

決裁欄 担当者 収 受   ・  ・ 

  起 案   ・  ・ 

決 裁   ・  ・ 

特記事項 処 理   ・  ・ 

備考 太枠内のみ記入してください。 

   病欠期間は、当該月において学校を欠席した期間を記入してください。 



第５号様式（第１４条関係）

起票者

学校給食物資購入代金として、次の金額を支出してよいでしょうか。
千万 百万 十万 万 千 百 十 円

年　度 整理番号

起　案

決　裁

処　理

摘　要

綾瀬市学校給食費会計支出命令書

相手方
・　　・

決裁欄

支出命令額

・　　・

・　　・



第６号様式（第１４条関係）

千万 百万 十万 万 千 百 十 円

　　　　　年　　月　　日

　綾瀬市立学校給食センター所長　殿

所在地

社　名

代表者　　　　　　　　　　　　　　　㊞

振込先

請　求　書

金額

　　　　　年　　月分の学校給食物資納入代金として、上記の金額を請求します。
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